
ハラスメントと感じた、または発見した

管理者・主任へ相談・報告

事実関係の確認作業の実施

加害者へのヒヤリング 第三者へのヒヤリング

事実関係があると判断された時、加害者・被害者への対応及び措置

被害者へのヒヤリング

被害者に対する措置
・加害者からの謝罪
・担当業務の見直し
・精神的なサポート

等

加害者に対する措置
・注意勧告
・担当スタッフの変更
・二人以上での訪問
・サービス利用中止

等

事業所の対応
・管理者会議等での報告
・報告書の作成
・事業所としての対応を検討
・必要に応じて、担当ケアマネ、
主治医、家族等へ報告

等

再発防止に向けた取り組み
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